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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ  現状 

（１）地域の災害等リスク 

 １）地震（想定地震） 

県が令和４年３月に公表した「新潟県地震被害想定調査報告書」によると、燕市でも過去に経験した地震

の被害を上回る建物倒壊や火災による焼失、人的被害、ライフライン被害の他、様々な災害が発生すること

が予想される。また、新潟県は全域が豪雪地帯に指定されており、積雪などによる冬季に想定される被害の

拡大も予想される。  

燕市内においては、長岡平野西縁断層帯が存在しており、この断層帯を震源とする地震では、燕市

でも死者が約 1,300 人、多数の建物の倒壊、避難者は最大で約 37,000 人が予想され、広範囲にわた

る被害が見込まれる。 

 

 

 長岡平野西縁断層帯被害想定（最大） 

被害項目 

（抜粋） 
単位 新潟県全体 燕市 

建物被害 

（全壊） 

揺れ 棟 112,678 19,832 

液状化 棟 1,743 123 

土砂災害 棟 653 1 

津波 棟 425 0 

火災 棟 55,746 10,110 

合計 棟 171,245 30,066 

人的 

被害 

死者数 人 7,920 1,297 

負傷者数 人 56,922 5,915 

ライフ 

ライン 

被害 

上水道 断水人口 人 1,375,222 79,265 

下水道 支障人口 人 1,227,818 26,519 

電力 停電軒数 軒 642,431 28,025 

通信 不通回線 回線 839,314 42,677 

都市ガス 停止戸数 戸 338,243 27,439 

LP ガス 支障戸数 戸 1,294 30 

道路 箇所 997 46 

避難者 人 471,386 37,137 

被害額 兆円 22.63  

 

出典：燕市地域防災計画（震災対策編）※抜粋 
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２）水害 

燕市は、信濃川の本川と大河津分水路に囲まれた低地が広い面積を占めている。このことにより、

この低地は上流の増水により常に水害の危険性が高い条件にある。したがって、企業内の重要な施

設・電算機・書類等の防災措置が必須である。 

過去には堤防の決壊により数市町村を泥海と化した、死者４３人、浸水家屋６万６００戸、被害面積１８０㎢

の大水害（横田切れ、明治２９年）が起きている。 

近年においても、集中豪雨に伴って家屋の浸水被害や田畑の浸水・冠水による農作物被害が数多く

発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：燕市浸水想定図 

（※大河津分水路・信濃川・中ノ口川・刈谷田川・渋海川・猿橋川の統合図） 
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３）原子力災害 

燕市は、避難準備区域（ＵＰＺ）に該当する半径 30 ㎞圏内の地域を有しており、大河津分水

路左岸の地域が該当する。 

上記を除く全市域は放射

線量監視地域（ＵＰＺ外）

であるが、必要に応じて

避難準備区域（ＵＰＺ）

と同様に対応する。 

また原子力災害が発生

し、屋内待避や一時移転、

立ち退き避難等の指示が

出た場合、ＰＡＺ、ＵＰ

Ｚ内にある企業が操業停

止になることにより燕市

内の関係企業のサプライ

チェーンが途絶すること

になり、事業継続が困難

になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  出典：燕市原子力災害対応ガイドブック 

４）感染症 

 新型コロナウイルスや新型インフルエンザ等、未知の感染症は数十年単位の周期で出現し、世界的

に大きな流行を繰り返している。新型コロナウイルス感染症のようにほとんどの人が免疫を獲得して

いない場合は当市においても多くの市民の生命や健康に重大な影響を与えるおそれがある。また外出

自粛等の影響により営業が困難になることや社員への感染が広がることにより操業が困難になるこ

とから、経済活動に影響を及ぼすことが懸念される。 

 まん延防止や免疫獲得には広域的対応の観点から国や新潟県と連携して感染防止の対策を講じる

必要がある。 
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（２）商工業者の状況 

 

 ・商工業者数   ４，９７２件 

 ・小規模事業者数 ４，３１６件 

 （令和３年経済センサスをベースに独自集計） 

 

 業種 商工業者数 うち小規模事業者数 備考（事業所の立地状況等） 

商
工
業
者 

卸・小売業 1,103 894 市内に広く分散 

製造業 1,708 1,510 
市内に広く分散、工業団地等集

中している地域もあり 

宿泊・飲食業 380 260 市街地に多い 

建設業 346 305 市内に広く分散 

サービス業・その他 1,435 1,347 市内に広く分散 

合計 4,972 4,316  

       

 商工業者数 うち小規模事業者数 

燕商工会議所 3,083 2,790 

つばめ商工会 1,889 1,526 

合計 4,972 4,316 

 

 

（３）これまでの取組 

  

 １）燕商工会議所の取組 

 ・事業者ＢＣＰに関する国の施策の周知 

 ・ＢＣＰ研修会への参加 

 ・損害保険の加入促進 

 ・新型コロナウイルスに関する中小企業支援対策特別相談窓口設置 

 ・令和元年台風第１９号による災害に関する特別相談窓口の設置 

 ・危機管理規程の制定 

 

 ２）つばめ商工会の取組 

・事業者ＢＣＰに関する国の施策の周知 

 ・ＢＣＰ研修会への参加 

 ・損害保険の加入促進 

・新型コロナウイルスに関する中小企業支援対策特別相談窓口設置 

 ・令和元年台風第１９号による災害に関する特別相談窓口の設置 

 ・危機管理規程の制定 

 

３）燕市の取組 

 ・燕市地域防災計画策定 

  風水害対策編（令和 6年 3月改訂） 

  震災対策編（令和 6年 3月改訂） 

  原子力災害対策編（令和 6年 3月改訂） 

※小規模事業者の定義 

（従業員数） 

商業・サービス業 5 人以下 

製造業・その他 20 人以下 
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  原子力災害に備えた燕市避難計画（令和 4年 3月改訂） 

 ・燕市新型インフルエンザ等対策行動計画（平成 26年 11月策定） 

 ・洪水・土砂災害ハザードマップ作成（平成 30年 4月改訂） 

 ・燕市ＩＣＴ部門の業務継続計画（令和 3年 3月策定） 

 ・燕市国土強靭化地域計画（令和 5年 3月改訂） 

 ・燕市国民保護計画（平成 29年 8月策定） 

 ・防災出前講座の実施 

 ・防災訓練の実施 

 

Ⅱ 課題 

・自然災害の発生など緊急事態に遭遇した際、小規模事業者である程、事業継続に大きな支障が生

じかねないこと、またそれを最小限に抑えるためにＢＣＰが有効であることの基本的認識が広が

っていないため、啓蒙活動の強化が課題である。 

・小規模事業者を取り巻く厳しい経営環境の中、他に優先すべき業務を抱えており、ＢＣＰ策定の 

余力がない。ＢＣＰ策定に必要なノウハウやスキルがない。 

・感染症対策において、地区内小規模事業者に対して予防接種の推奨や手洗いの徹底、体調不良者

を出社させないルール作りや、感染拡大時に備えてマスクや消毒液等の衛生品の備蓄、リスクフ

ァイナンス対策として保険の必要性を周知するなどが必要である。 

・現状では、災害発生時の対応が市、商工会議所、商工会でまちまちであり、各団体相互の情報共

有や被災支援における連携体制が整備されていない。  

・サプライチェーンをなす企業との平時からの危機管理を考慮した連携が最も重要であるが、でき

ていない。 

 

 Ⅲ 目標 

・災害対策に関するセミナーの開催や構成団体の会報での周知等によって、地域内の小規模事業者

に対する防災意識の啓発を図る。 

・地域内の小規模事業者に対する事業継続力強化計画やＢＣＰの策定支援を強化することで、小規 

模事業者の災害対応力の底上げを図る。 

・発災後速やかな復興支援策が行えるよう、また域内において国内感染者発生期には速やかに拡大

防止措置を行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を平時から構築する。 

・災害対応に関する情報共有と、地域の事業継続力強化に関する支援方針の検討を行うため、構成

団体間での連携体制を強化する。 
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事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和 7年４月１日～令和１２年３月３１日） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

・燕商工会議所、つばめ商工会、燕市の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

燕市 燕商工会議所・つばめ商工会 

防災関連の情報提供 セミナー・個別相談会の開催 

事業継続計画策定に係る 

補助金制度の活用 

事業継続力強化計画策定支援・ 

フォローアップ 

災害等リスクの周知 

関係団体との連携 

防災訓練の実施 

応急時の対策及び復旧支援 

 

＜１．事前の対策＞ 

１）小規模事業者に対する災害等リスクの周知 

・巡回経営指導等の機会を活用し、事業所立地場所の自然災害等のリスク及びその影響を軽減する

ための取組や対策について説明する。 

・会報やホームページ、メールマガジン等において、国・県・市の施策の紹介や、リスク対策の必

要性、損害保険等の紹介等を行う。 

・事業者ＢＣＰの策定による実効性のある取組の推進や、効果的な訓練等について指導及び助言を

行う。 

・事業継続の取組に関する専門家を招き、普及啓発セミナーや行政の施策の紹介、損害保険の紹介

等を実施する。 

・感染症については、感染の状況が日々変化するため、事業者には常に最新の正しい情報を入手し、

冷静に対応することを周知する。 

・感染症に関しては業種別ガイドラインに基づき、感染拡大防止策等について事業者への周知を行

うとともに、今後の感染症対策に繋がる支援を実施する。 

 

２）商工会、商工会議所自身の事業継続計画の作成  

・つばめ商工会は令和 6年 4月に危機管理マニュアルを作成し、随時更新している。（別添の通り） 

・燕商工会議所については令和 7年度中に災害対策マニュアルを作成する。 

 

３）関係団体等との連携 

・損保会社やＢＣＰに詳しい専門家と連携し、小規模事業者に対する普及啓発セミナーや損害保険

等の紹介等を実施する。 

・感染症に関しては、収束時期が予測しづらいこともあり、リスクファイナンス対策として各種保

険（生命保険や傷害保険、感染症特約付き休業補償など）の紹介等も実施する。 

・関係機関への普及啓発ポスター掲示依頼、セミナー等の共催を実施する。 
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４）フォローアップ 

・小規模事業者の事業者ＢＣＰ策定と取組状況を確認するとともに、低利融資の利用や補助金の加

点要件にもなる国の事業継続力強化計画認定申請を勧める。 

・実務者レベルで燕市事業継続力強化支援協議会を年１回開催し、状況確認や改善点等について協

議する。（令和７年度に設置予定・構成員：燕商工会議所、つばめ商工会、燕市） 

 

５）当該計画に係る訓練の実施 

・自然災害等（例：マグニチュード６の地震）が発生したと想定し、燕商工会議所とつばめ商工会、

燕市との連絡手段の確保、連絡ルートの確認等を行う。 

 

＜２．発災後の対策＞ 

・自然災害等による発災時には、人命救助が第一である。その上で、下記の手順で地区内の被害状

況を把握し、関係機関へ連絡する。 

１）応急対策の実施可否の確認 

・発災後２時間以内に安否確認を行う。 

（ＳＮＳ等を利用した安否確認や業務従事の可否、大まかな被害状況（家屋被害や道路状況等）

等を燕商工会議所、つばめ商工会、燕市で共有する。） 

・国内感染者発生後には、職員の体調確認を行うとともに、事業所の消毒、職員の手洗い・うがい

等の徹底を行う。 

・感染症流行や、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条に基づき、政府による「緊急事態

宣言」が出た場合は、燕市における感染症対策本部設置に基づき燕商工会議所、つばめ商工会に

よる感染症対策を行う。 

 

２）応急対策の方針決定及び情報共有 

・燕市災害対策本部等の方針に従い、燕商工会議所とつばめ商工会、燕市が連携して、被害状況や

被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

・職員自身の目視で命の危険を感じる自然災害等の状況の場合は、出勤をせず、職員自身がまず安

全確保をし、警報解除後に出勤する。 

・職員全員が被災する等により応急対策ができない場合の役割分担を決める。 

・燕商工会議所・つばめ商工会の被害が一定程度落ち着いた段階で、地区内小規模事業者の大まか

な被害状況を確認し、情報共有する。 

・原子力災害・感染症に関しては新潟県や燕市からの要請等に基づき対応する。 

 

災害規模 被害状況 配備態勢 

大規模な被害あり 

・地区内 10％程度の事業所で「窓ガラスが割れる」等比較

的軽微な被害が発生している。 

・地区内１％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・

半壊」等、大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしく

は、交通網が遮断されており、確認ができない。 

出動可能な職員が 

出動、情報収集 

被害あり 
・地区内 1％程度の事業所で「窓ガラスが割れる」等比較

的軽微な被害が発生している。 

事務局長・経営指導

員等警戒態勢 

ほぼ被害なし ・目立った被害情報なし。 無し 

※なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 
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・本計画により、燕商工会議所とつばめ商工会、燕市は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～1週間 1日 2回共有する 

1週間～2週間 1日 1回共有する 

2週間以降 必要に応じて 

 

＜３．発災時における指示命令系統・連絡体制＞  

・平日・休日を問わず、自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び

指揮命令を円滑に行うことができる仕組みを構築する。 

・二次被害を防止するため、被災地域での活動を行うことについて決める。 

・被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定方法について、関係機関から

の指導等を参考にする。 

・燕商工会議所とつばめ商工会、燕市が共有した情報を、県の指定する方法にて燕市が県へ報告す

る他、別途指示があった方法で燕商工会議所が新潟県商工会議所連合会、つばめ商工会が新潟県

商工会連合会に報告する。 

・感染症流行の場合、国や都道府県等からの情報や方針に基づき、共有した情報を県の指定する方

法にて燕市が県へ報告する他、別途指示があった方法で燕商工会議所が新潟県商工会議所連合

会、つばめ商工会が新潟県商工会連合会に報告する。 

 

（連絡ルート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

・相談窓口の開設方法について、燕市と相談する（燕商工会議所・つばめ商工会は、国の依頼を受

けた場合は、特別相談窓口を設置する）。 

・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 

・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

・応急時に有効な被災事業者施策（国や都道府県、市町村等の施策）について、地区内小規模事業

者等へ周知する。 

・感染症の場合、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象とした支援

策や相談窓口の開設等を行う。 

 

 

関東経済産業局 

 

新潟県商工会議所連合会    新 潟 県     新潟県商工会連合会 

 

 

 

 

 

 
・燕商工会議所・つばめ商工会・燕市で情報を共有する 

・燕商工会議所は新潟県商工会議所連合会に報告を行う 

・つばめ商工会は新潟県商工会連合会に報告を行う 

・燕市は新潟県に報告を行う 

 

燕市 

燕商工会議所   つばめ商工会 
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＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

・県の方針を踏まえ、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 

・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣等を

県等に相談する。 

 

その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、県へ報告する。 
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（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和６年１０月現在） 

 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

                            連 携 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先（連絡先は後述（３）①のとおり） 

１）燕商工会議所 井畑 亮祐 

２）つばめ商工会 濱田 英明 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

  ※以下に関する必要な情報の提供及び助言を行う。 

  ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

  ・本計画に基づく進捗状況の確認、見直し等のフォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

 １）燕商工会議所 

   〒959-1289 新潟県燕市東太田 6856 

   ℡ 0256-63-4116 Fax 0256-63-8705 

   e-mail main@tsubame-cci.or.jp 

  

２）つばめ商工会 

   〒959-0232 新潟県燕市吉田東栄町 14-12 燕市吉田産業会館内 

   ℡ 0256-93-2609 Fax 0256-92-7661 

   e-mail swallow@shinsyoren.or.jp 

 

②関係市町村 

   燕市役所（産業振興部商工振興課） 

   〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田 1934 

   ℡ 0256-77-8231 Fax 0256-77-8306 

   e-mail shoko@city.tsubame.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携・連絡調整 

燕市 

産業振興部 

総務部（防災課） 

 

燕商工会議所 

事務局長 

経営指導員 

一般職員等 

つばめ商工会 

事務局長 

法定経営指導員 

経営指導員等 



１１ 

 

（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 

必要な資金の額 700 700 700 700 700 

 

・専門家謝金 

・セミナー開催費 

・印刷費 

・その他対策費 

200 

200 

200 

100 

200 

200 

200 

100 

200 

200 

200 

100 

200 

200 

200 

100 

200 

200 

200 

100 

（備考）燕商工会議所とつばめ商工会の合計見込み額を記載。 

 

調達方法 

 

会費や手数料等自主財源、燕市・新潟県補助金 等 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

該当なし 

連携して実施する事業の内容 

 

該当なし 

連携して事業を実施する者の役割 

 

該当なし 

連携体制図等 

 

該当なし 

 

 

 


